
２０２１年１１月

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布

に伴うＤＢへの影響について

必須ご対応
事項（※）

あり なし

No.2021-6

※事業主及び企業年金基金にてご対応いただく必要がある
題材が含まれている場合に「あり」と表示しています。

※当資料での略号
・確定給付企業年金＝ＤＢ、規約型企業年金＝規約型ＤＢ、確定拠出年金＝ＤＣ、企業型年金＝企業型DＣ、個人型年金＝個人型ＤＣ
・企業年金連合会＝企年連、国民年金基金連合会＝国基連、中小企業退職金共済＝中退共
･確定給付企業年金法＝ＤＢ法、確定給付企業年金法施行令＝ＤＢ令、確定給付企業年金法施行規則＝ＤＢ規則
・確定拠出年金法＝ＤＣ法、確定拠出年金法施行令＝ＤＣ令、確定拠出年金法施行規則＝ＤＣ規則
・通知「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」
（平成14年3月29日年企発第0329003号・年運発第0329002号）＝承認認可通知

・通知「企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則について」（平成17年7月5日年企発第0705001号）＝事務取扱準則
・通知「企業年金制度と中小企業退職金共済制度間の移行に係る事務取扱準則について」
（平成30年2月5日年企発0205第1号） ＝企業年金制度と中退共間の移行に係る事務取扱準則

区分 DB DC PBO その他

内容 法令等 制度 運用 その他
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制度間の年金資産の移換（ポータビリティ）の拡充に伴う措置ポイント

◆令和3年8月6日付で改正政令（注１）が、令和3年9月27日付で改正省令（注２）が公布、両日付で関連する

通知（注３）が、令和3年9月27日付で関連する事務連絡（注４）が発出され、既に法律改正で可能となっていた

次の（１）及び（２）に関して所要の規定の整備が行われました。 これに伴い、（１）に関する条項をＤＢ規約

に記載することが必要となりました。

（１）終了したＤＢから個人型ＤＣへの残余財産の移換

（２）退職等に伴う企業型ＤＣから企年連への個人別管理資産の移換

◆改正内容は、パブリックコメントの内容から変更ありません（注５）。

◆施行時期は、令和4年5月1日です。

（注１）政令（令和3年政令第229号） https://kanpou.npb.go.jp/old/20210806/20210806g00182/20210806g001820008f.html

（注２）省令（令和3年厚生労働省令第159号） https://kanpou.npb.go.jp/old/20210927/20210927g00218/20210927g002180038f.html

（注３）通知「『（注１）政令』の公布について」（令和3年8月6日保発0806第1号・年発0806第1号）
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210810T0080.pdf

通知「『（注２）省令』の公布について」（令和3年9月27日年発0927第2号）
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/nenkin/000203173.pdf

通知「『ＤＢ制度について』の一部改正について」（令和3年9月27日年発0927第3号）
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/nenkin/000203165.pdf

通知「『ＤＢの規約の承認及び認可の基準等ついて』等の一部改正について」（令和3年9月27日年企発0927第1号）

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/nenkin/000203166.pdf

（注４）事務連絡「『ＤＢ規約例』の一部改正について」（令和3年9月27日）
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/nenkin/000203167.pdf

（注５）この改正に関するパブリックコメントの結果も公示されています（パブリックコメントから変更なし）
政令 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000223392
省令 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000225154

https://kanpou.npb.go.jp/old/20210806/20210806g00182/20210806g001820008f.html
https://kanpou.npb.go.jp/old/20210927/20210927g00218/20210927g002180038f.html
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210810T0080.pdf
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/nenkin/000203173.pdf
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/nenkin/000203165.pdf
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/nenkin/000203166.pdf
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/nenkin/000203167.pdf
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000223392
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000225154
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◆終了したＤＢから個人型ＤＣへの残余財産の移換の施行により、以下の対応が必要
（１）-①事業主等（注１）：ＤＢ規約の変更
（１）‐② 〃 ：ＤＢ終了して中退共へ積立金等の移換をする際のＤＢ対象申出同意者（注２）以外の者への説明
（２）清算人：国基連への終了制度加入者等（注３）に係る必要事項の書面（又は磁気ディスク）による提出
（３）国基連：終了制度加入者等への必要事項を記載した通知書の送付

（１）終了したＤＢから個人型ＤＣへの残余財産の移換詳細

必須

（１）‐①ＤＢ規約の変更

・終了したＤＢから個人型ＤＣへの残余財産の移換の施行により、ＤＢ規約の変更（条項の追加等）が必要

・追加条項は「国民年金基金連合会への残余財産の移換」、その他に所要の規定の整備

（１）‐②ＤＢ終了して中退共へ積立金等の移換をする際のＤＢ対象申出同意者以外の者への説明

・ＤＢ法第８２条の５第１項の規定によりＤＢ終了して中退共へ積立金等を移換する際に、ＤＢ対象申出同意者以外の者の
うち個人型ＤＣ加入者の資格取得（予定）者へ国基連への残余財産の移換の選択肢がある旨を説明

（２）国基連への終了制度加入者等に係る必要事項の書面（又は磁気ディスク）による提出）

・終了制度加入者等から申出があった場合は、終了したＤＢの清算人は次の事項を記載した書面（又は磁気ディスク）を
国基連に提出
① 氏名、性別、生年月日、基礎年金番号

② 残余財産の額、終了したＤＢの加入者の資格の取得年月日・喪失年月日

（３）終了制度加入者等への必要事項を記載した通知書の送付

・国基連は、残余財産の移換を受けたときは次の事項を記載した通知書を終了制度加入者等に送付

① 残余財産の移換を受けた年月日及びその額

② 通算加入者等期間に算入される期間

（注１）事業主又は企業年金基金 （注２）合併等によりＤＢの加入者資格を喪失した者のうちＤＢ法第８２条の５第１項の同意を得た者
（注３）ＤＢが終了した日において当該ＤＢを実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者をいい、遺族給付金の受給権を有して

いた者を除く
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新設

（国民年金基金連合会への残余財産の移換）
第〇〇条（注２）の２ 終了制度加入者等は、個人型年金加入者の資格を取得したときは、清算人に、残余財産の国民年金基金連合会への移換を申し
出ることができる。
２ 前項の申出があったときは、本制度の資産管理運用機関は、国民年金基金連合会に当該申出に係る残余財産を移換する。
３ 国民年金基金連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第△△条（注３）第１項の規定の適用については、当該残余財産は、当
該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。

詳細 法令改正に伴うＤＢ規約変更例（規約型の例）

（注１）事務連絡「『確定給付企業年金規約例』の一部改正について」（令和３年９月２７日）

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/nenkin/000203167.pdf

（注２）連合会（＝企年連。次ページにおいて同じ）への残余財産の移換を規定している条数

（注３）残余財産の分配を規定している条数

（注４）新設された（国民年金基金連合会への残余財産の移換）条項は、全てのＤＢの規約に規定することが必要

（注５）規約変更は、ＤＢ規則第１０条第６号又は第１８条第３号に該当して届出不要

（注６）規約変更は、特に軽微な変更（ＤＢ規則第７条第２項第７号）に該当し、ＤＢ法第７４条第２項に規定する労働組合等の同意不要（規約型ＤＢ）

ＤＢ令第１２条第４項に該当すれば理事長専決可能（企業年金基金）

（注７）「年金数理に関する確認」の書類は不要

（注８）規約変更は、令和４年５月１日以降速やかに行うことが必要であるが、次回規約変更に併せて行うことも可能。ただし、遅くとも制度終了
（解散）する前に規約変更を行うことが必要

（注９）ＤＢ法及びＤＢ規則の改正に伴い、ＤＢ法第９１条の２６、規則第９６条の９又は規則第９６条の１１が規定されている条項がある場合は、
それぞれ法第９１条の２７、規則第９６条の１０又は規則第９６条の１２に変更

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/nenkin/000203167.pdf
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変更後 変更前

（確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換）
第○○条 本制度の中途脱退者は、企業型年金加入者（確定拠出年金
法（平成１３年法律第８８号）第２条第８項に規定する企業型年金加入
者をいう。）又は個人型年金加入者（同条第１０項に規定する個人型年
金加入者をいう。以下同じ。）の資格を取得したときは、本制度の事業
主に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第２条第５項に規定す
る連合会（以下「国民年金基金連合会」という。）への脱退一時金相当
額の移換を申し出ることができる。

２～５ （略）

（連合会への残余財産の移換）
第○○条 終了制度加入者等（本制度が終了した日において事業主が
老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下この条
及び次条において同じ。）は、清算人に、残余財産（前条第１項の規定
により各終了制度加入者等に分配される残余財産をいう。以下この条
及び次条において同じ。）の連合会への移換を申し出ることができる。

２～３ （略）

（確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換）
第○○条 本制度の中途脱退者は、企業型年金加入者（確定拠出年金
法（平成１３年法律第８８号） 第２条第８項に規定する企業型年金加
入者をいう。）又は個人型年金加入者（同条第１０項に規定する個人
型年加入者をいう。 ）の資格を取得したときは、本制度の事業
主に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第２条第５項に規定す
る連合会（以下「国民年金基金連合会」という。）への脱退一時金相当
額の移換を申し出ることができる。

２～５ （略）

（連合会への残余財産の移換）
第○○条 終了制度加入者等（本制度が終了した日において事業主が
老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下この条

において同じ。）は、清算人に、残余財産（前条第１項の規定
により各終了制度加入者等に分配される残余財産をいう。以下この条

において同じ。）の連合会への移換を申し出ることができる。

２～３ （略）

詳細 法令改正に伴うＤＢ規約変更例（規約型の例）
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◆退職等に伴う企業型ＤＣから企年連への個人別管理資産の移換を実施する場合は、企年連は以下を
対応

（１）企年連の規約の変更（個人別管理資産の移換を受ける旨等を記載）

（２）企業型DＣ加入者であった者の求めがあった場合に次の事項について説明

・企業型DＣ加入者であった者に係る企年連の給付に関すること

・個人別管理資産の移換の申出の手続き

・個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要なこと

（３）個人別管理資産の移換を受けたときは、企業型ＤＣ加入者であった者又はその遺族への次の事項を

記載した通知書の送付

・企年連が個人別管理資産の移換を受けた年月日及びその額

・企年連が支給する老齢給付金又は遺族給付金の概要

（４）企年連が給付の支給に関する義務を負っている者に関する原簿に記載する事項に次を追加

・個人別管理資産を企年連に移換した企業型ＤＣの資産管理機関に係る事業主の名称

・個人別管理資産の額の算定の基礎となった期間

・個人別管理資産の移換を受けた年月日及びその額

・企業型ＤＣ加入者であった者が負担した掛金の合計額に相当する額（負担した場合）

（２）退職等に伴う企業型ＤＣから企年連への個人別管理資産の移換詳細
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

ＤＢ令
第６５条の２０

企業型ＤＣ加入者であった者への企年連の説明義務（新設）

企年連は、企業型ＤＣ加入者であった者の求めがあったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該企業型ＤＣ加入

者であった者に係る企年連の給付に関する事項その他個人別管理資産の移換に関して必要な事項について、当該企業型
ＤＣ加入者であった者に説明しなければならない。

第６５条の２２

（赤字が改正部分）

積立金を移換する場合における加入者期間等の取扱い

改正後 改正前

ＤＢの資産管理運用機関等が、ＤＢ法第９１条の２７第１項
の規定により積立金の移換を受けたときは、当該ＤＢの事業
主等は、中途脱退者等に係るＤＢ法第９１条の１９第２項の
規定により企年連に移換された脱退一時金相当額の算定の
基礎となった期間、 ＤＢ法第９１条の２０第１項の終了した
ＤＢの加入者期間又はＤＣ法第５４条の５第２項の規定により
企年連に移換された個人別管理資産の算定の基礎となった
期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、
当該中途脱退者等に係る加入者期間に算入するものとする。

ＤＢの資産管理運用機関等が、ＤＢ法第９１条の２６第１項
の規定により積立金の移換を受けたときは、当該ＤＢの事業
主等は、中途脱退者等に係るＤＢ法第９１条の１９第２項の
規定により企年連に移換された脱退一時金相当額の算定の
基礎となった期間又はＤＢ法第９１条の２０第１項の終了した
ＤＢの加入者期間

の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、
当該中途脱退者等に係る加入者期間に算入するものとする。

【参考】
ＤＣ令
第２６条の２

移換の申出があった旨の通知（新設）

ＤＣ法第５４条の５第１項の規定により個人別管理資産の移換の申出を受けた企業型ＤＣの資産管理機関は、当該個人別
管理資産の企年連への移換の申出があった旨を、企年連へ通知しなければならない。

（注）年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（令和３年政令第２２９号）

https://kanpou.npb.go.jp/old/20210806/20210806g00182/20210806g001820008f.html

https://kanpou.npb.go.jp/old/20210806/20210806g00182/20210806g001820008f.html
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

ＤＢ規則
第９６条の７

残余財産の個人型ＤＣへの移換の申出等（新設）

ＤＢ法第８２条の４第１項の規定による残余財産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了したＤＢの清算人は、
当該申出を行った終了制度加入者等 （同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。）に係る次の各

号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、国基連に提出するものとする。
一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
二 残余財産の額並びに終了したＤＢの加入者の資格の取得及び喪失の年月日
２ ＤＢ法第８２条の４第４項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該終了制度加入者等に送
付することによって行うものとする。
一 国基連が残余財産の移換を受けた年月日及びその額
二 ＤＣ法第７４条の２第２項の規定により同法第７３条において準用する同法第３３条第１項の通算加入者等期間に算入
される期間

（注）年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令

（令和３年厚生労働省令第１５９号）

https://kanpou.npb.go.jp/old/20210927/20210927g00218/20210927g002180038f.html

https://kanpou.npb.go.jp/old/20210927/20210927g00218/20210927g002180038f.html
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

ＤＢ規則
第１０４条の１４

（赤字が改正部分）

給付金の額の算定に関する基準

改正後 改正前

ＤＢ令第６５条の１４の規定による給付金の額の算定に
当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金
の運用収益及び企年連が年金給付又は一時金の支給に
関する義務を負っている中途脱退者、 終了制度加入者
等（中略）又は企業型ＤＣ加入者であった者（ＤＢ法第９１条
の２３第１項に規定する企業型ＤＣ加入者であった者をいう。
以下同じ。）の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定
めたものでなければならない。
２ ＤＢ法第９１条の１９第３項、第９１条の２０第３項若しくは
第９１条の２３第１項の規定により企年連が支給する老齢
給付金若しくは遺族給付金の額、ＤＢ法第９１条の２１第３
項の規定により企年連が支給する障害給付金若しくは遺族
給付金の額又はＤＢ法第９１条の２２第３項の規定により企
年連が支給する遺族給付金の額は、それぞれ当該給付の
原資となるＤＢ法第９１条の１９第３項、第９１条の２０第３項、
第９１条の２１第３項、第９１条の２２第３項又は第９１条の２
３第１項の移換金の額から事務費を控除した額が０以下で

ある場合には、０とする。

ＤＢ令第６５条の１４の規定による給付金の額の算定に
当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金
の運用収益及び企年連が年金給付又は一時金の支給に
関する義務を負っている中途脱退者又は終了制度加入者
等（中略）

の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定
めたものでなければならない。
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

ＤＢ規則
第１０４条の１７

（赤字が改正部分）

老齢給付金又は遺族給付金の支給等の通知等

改正後 改正前

１～２ （略）
３ ＤＢ法第９１条の２３第２項の規定による通知は、次の各
号に掲げる事項を記載した通知書を企業型ＤＣ加入者で
あった者又はその遺族に送付することによって行うものと
する。
一 企年連が個人別管理資産の移換を受けた年月日及び
その額

二 企年連が支給する老齢給付金又は遺族給付金の概
要

４ ＤＢ法第９１条の１９第６項（ＤＢ法第９１条の２０第６項、
第９１条の２１第５項、 第９１条の２２第８項及び第９１条の
２３第３項において準用する場合を含む。 ）の規定による
公告は、企年連の事務所の掲示板に掲示して行うものと
する。

１～２ （略）

３ ＤＢ法第９１条の１９第６項（ＤＢ法第９１条の２０第６項、
第９１条の２１第５項及び第９１条の２２第８項

において準用する場合を含む。 ）の規定による
公告は、企年連の事務所の掲示板に掲示して行うものと

する。
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

ＤＢ規則
第１０４条の２０

（赤字が改正部分）

中途脱退者等に関する原簿

改正後 改正前

ＤＢ令第６５条の１６において準用するＤＢ令第２０条第１
項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一～二 （略）
三 個人別管理資産を企年連に移換した企業型ＤＣの資産
管理機関に係る事業主（ＤＣ法第３条第３項第１号に規定
する事業主をいう。 ） の名称
四 脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間、 終
了したＤＢの加入者の資格の取得及び喪失の年月日又
は個人別管理資産の額の算定の基礎となった期間
五～九 （略）
十 ＤＣ法第５４条の５第２項の規定により企年連が個人別
管理資産の移換を受けている場合にあっては、当該移換
を受けた年月日及びその額
十一 企業型ＤＣ加入者であった者が負担した掛金がある
場合にあっては、当該負担した掛金の合計額に相当する

額

ＤＢ令第６５条の１６において準用するＤＢ令第２０条第１
項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一～二 （略）

三 脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は終

了したＤＢの加入者の資格の取得及び喪失の年月日

四～八 （略）

第１０４条の２２ 企業型ＤＣ加入者であった者への企年連の説明義務（新設）

ＤＢ令第６５条の２０の規定により企年連が企業型ＤＣ加入者であった者に個人別管理資産の移換に関して必要な事項につ
いて説明するときは、ＤＣ法第５４条の５第１項の規定による個人別管理資産の移換の申出の手続その他個人別管理資産の
移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

【参考】
ＤＣ規則
第１５条

（赤字が改正部分）

企業型ＤＣ加入者等原簿の作成及び保存

改正後 改正前

ＤＣ法第１８条第１項の厚生労働省令で定める事項は、当
該企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に
係る次に掲げる事項とする。
一〜十一 （略）
十一の二 ＤＣ法第５４条の４第２項若しくは第５４条の５第
２項又は中小企業退職金共済法第３１条の３第１項の規
定によりＤＢ、企年連又は退職金共済に個人別管理資産
の移換を行ったことがあるときは、その制度の種別、個人
別管理資産の移換を行った年月日、移換した個人別管理
資産額その他移換に関する事項

十二～十六 （略）

２～６ （略）

ＤＣ法第１８条第１項の厚生労働省令で定める事項は、当
該企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に
係る次に掲げる事項とする。
一〜十一 （略）
十一の二 ＤＣ法第５４条の４第２項

又は中小企業退職金共済法第３１条の３第１項の規
定によりＤＢ 又は退職金共済に個人別管理資産
の移換を行ったことがあるときは、その制度の種別、個人
別管理資産の移換を行った年月日、移換した個人別管理
資産額その他移換に関する事項

十二～十六 （略）
十七 第７０条第５項の規定により通知された内容
２～６ （略）

（注）年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令

（令和３年厚生労働省令第１５９号）

https://kanpou.npb.go.jp/old/20210927/20210927g00218/20210927g002180017f.html

https://kanpou.npb.go.jp/old/20210927/20210927g00218/20210927g002180017f.html
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

【参考】
ＤＣ規則
第３０条

（赤字が改正部分）

通算加入者等期間に算入する期間

改正後 改正前

（略）
２ ＤＣ令第２４条第２項において準用する同条第１項の厚生
労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分
に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、当該期間の
うち、ＤＣ法第３３条第２項各号に掲げる期間の計算の基礎
となる月に係るもの及びＤＣ法第５４条第２項、第５４条の２
第２項又は第７４条の２第２項の規定により既にＤＣ法第３
３条第１項（ＤＣ法第７３条において準用する場合を含む。 ）
の通算加入者等期間に算入されたものを除く。
一 （略）
二 積立金（ＤＢ法第５９条に規定する積立金をいう。 ）の
移換を受ける場合
同法第９１条の１９第２項の規定により企年連に移換さ
れたＤＢ脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間、
同法第９１条の２０第１項の終了したＤＢの加入者期間
又はＤＣ法第５４条の５第２項の規定により企年連に移換
された個人別管理資産の算定の基礎となった期間（前項

又は前号に掲げる期間を除く。）

（略）
２ ＤＣ令第２４条第２項において準用する同条第１項の厚生
労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分
に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、当該期間の
うち、ＤＣ法第３３条第２項各号に掲げる期間の計算の基礎
となる月に係るもの及びＤＣ法第５４条第２項、第５４条の２
第２項又は第７４条の２第２項の規定により既にＤＣ法第３
３条第１項（ＤＣ法第７３条において準用する場合を含む。 ）
の通算加入者等期間に算入されたものを除く。
一 （略）
二 積立金（ＤＢ法第５９条に規定する積立金をいう。 ）の
移換を受ける場合
同法第９１条の１９第２項の規定により企年連に移換さ
れたＤＢ脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又
は同法第９１条の２０第１項の終了したＤＢの加入者期間

（前項

又は前号に掲げる期間を除く。）
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

【参考】
ＤＣ規則
第３０条の２

（赤字が改正部分）

脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務

改正後 改正前

（略）
２ ＤＣ令第２５条第２項の規定により、事業主がその実施す
る企業型ＤＣの加入者の資格を喪失した者又は当該企業
型ＤＣが終了した日において当該企業型ＤＣの加入者で
あった者に個人別管理資産の移換に関する事項について
説明するときは、次に掲げる事項を説明しなければならな
い。
一 ＤＣ法第５４条の４第２項又は第５４条の５第２項の規
定により個人別管理資産を移換することができることそ
の他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要
な事項

二 （略）

３ （略）

（略）
２ ＤＣ令第２５条第２項の規定により、事業主がその実施す
る企業型ＤＣの加入者の資格を喪失した者又は当該企業
型ＤＣが終了した日において当該企業型ＤＣの加入者で
あった者に個人別管理資産の移換に関する事項について
説明するときは、次に掲げる事項を説明しなければならな

い。
一 ＤＣ法第５４条の４第２項 の規
定により個人別管理資産を移換することができることそ
の他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要
な事項

二 （略）
３ （略）
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

【参考】
ＤＣ規則
第３１条の２

（赤字が改正部分）

ＤＢの加入者となった者等の個人別管理資産の移換の申出

改正後 改正前

ＤＣ法第５４条の４第１項又は第５４条の５第１項の規定に
よる個人別管理資産の移換の申出があったときは、次条第１
項の規定により当該申出を受けた企業型ＤＣの企業型記録
関連運営管理機関等は、当該企業型ＤＣの企業型ＤＣ加入
者であった者に係る次に掲げる事項（ＤＣ法第５４条の４第１
項の規定による個人別管理資産の移換の申出にあっては、
第５号に掲げる事項を除く。） を記載した書類又はこれらの

事項を記録した磁気ディスク等を、ＤＢの事業主等（ＤＢ法第
２９条第１項に規定する事業主等をいう。 ） 又は企年連に提
出するものとする。
一〜四 （略）
五 当該企業型ＤＣを実施している事業主又は実施していた

事業主の名称

ＤＣ法第５４条の４第１項 の規定に
よる個人別管理資産の移換の申出があったと きは、次条

の規定により当該申出を受けた企業型ＤＣの企業型記録
関連運営管理機関等は、当該企業型ＤＣの企業型ＤＣ加入
者であった者に係る次に掲げる事項

を記載した書類又はこれらの
事項を記録した磁気ディスク等を、ＤＢの事業主等（ＤＢ法第
２９条第１項に規定する事業主等をいう。 ） に提
出するものとする。
一〜四 （略）
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

【参考】
ＤＣ規則
第３１条の３

（赤字が改正部分）

ＤＢ、企年連又は退職金共済への個人別管理資産の移換に係る申出方法等

改正後 改正前

ＤＣ法第５４条の４第１項の規定により企業型ＤＣの企業
型ＤＣ加入者であった者（当該企業型ＤＣに個人別管理資
産がある者に限る。）が企業型ＤＣの資産管理機関に対し
個人別管理資産の移換の申出を行う場合、ＤＣ法第５４条
の５第１項の規定により企業型ＤＣの企業型ＤＣ加入者で
あった者（当該企業型ＤＣに個人別管理資産がある者に限
り、企業型ＤＣ運用指図者（ＤＣ法第１５条第１項第１号に掲
げる者に限る。）を除く。）が企業型ＤＣの資産管理機関に
対し個人別管理資産の移換の申出を行う場合又はＤＣ法
第５４条の６の規定により事業主が企業型ＤＣの資産管理
機関に対し個人別管理資産の移換の申出を行う場合には、
企業型記録関連運営管理機関等を通じて行うものとする。
２ ＤＣ令第２６条の２の規定により資産管理機関が企年連
に対して行う通知は、企業型記録関連運営管理機関等を
経由して行うものとする。

ＤＣ法第５４条の４第１項の規定により企業型ＤＣの企業
型ＤＣ加入者であった者（当該企業型ＤＣに個人別管理資
産がある者に限る。）が企業型ＤＣの資産管理機関に対し
個人別管理資産の移換の申出を行う場合

又はＤＣ法
第５４条の５の規定により事業主が企業型ＤＣの資産管理
機関に対し個人別管理資産の移換の申出を行う場合には、
企業型記録関連運営管理機関等を通じて行うものとする。
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

承認認可通知
（別紙１）
３－１０
規約承認（認可）
事項

終了制度加入者等（終了したＤＢの事業主等がその終了した日において老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に
限る。以下同じ。）に係る措置（以下を追加）

・終了制度加入者等は、個人型ＤＣ加入者の資格を取得したときは、清算人に残余財産の国基連への移換を申し出ることが

できること。（ＤＢ法第８２条の４）

３－１０
審査要領

・終了制度加入者等が、国基連への残余財産の移換の申出を行った場合には、当該移換を行うことができることを明記して
いること。
・国基連が残余財産の移換を受けたときは、ＤＢ法第８９条第６項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制
度加入者等に分配されたものとみなすこと。

事務取扱準則
第２‐１‐（２）‐①

（赤字が改正部分）

企業型ＤＣの資格喪失者は、次の場合に応じて、それぞれ次の選択肢を有すること。

改正後 改正前

ア （略）
イ （略）
（ア） （略）
（イ） 個人型ＤＣに加入しない場合（ＤＣの運用指図者で
ある場合を除く。）
国基連への個人別管理資産の連合会移換（ＤＣ法
第８３条第１項の規定により個人別管理資産が国基
連に移換されることをいう。後略）

上記ア及びイに掲げるもののほか、企年連の規約に個
人別管理資産の移換を受ける旨の定めがあるときは、企
業型ＤＣの資格喪失者（障害給付金の受給権者以外の企
業型ＤＣの運用指図者を除く。）は申出を行うことにより企
年連に個人別管理資産を移換することができること（移換
申出期限について併せて説明すること。）。

ア （略）
イ （略）
（ア） （略）
（イ） 個人型ＤＣに加入しない場合（ＤＣの運用指図者で
ある場合を除く。）
国基連への個人別管理資産の連合会移換（ＤＣ法
第８３条第１項の規定により個人別管理資産が国基
連に移換されることをいう。後略）

（注）通知「『確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について』等の一部改正について」（令和３年９月２７日年企発０９２７第１号）

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/nenkin/000203166.pdf

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/bu_ka/nenkin/000203166.pdf
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法令改正の概要 （条文を一部整理加工）ご参考

該当法令 改正内容

事務取扱準則
第２‐１‐（２）‐②

（赤字が改正部分）

通算加入者等期間から控除する期間

改正後 改正前

ＤＢ又は企年連に個人別管理資産を移換する場合には、当
該企業型ＤＣの個人別管理資産に係る期間（当該個人別管
理資産に厚年基金若しくはＤＢ、企年連又は国基連から移換
してきた資産を含む場合は当該資産に係る期間を含む。）は
通算加入者等期間から控除されることとなること。ただし、企
業型ＤＣ及び個人型ＤＣに同時に加入する者であって、企業
型ＤＣの個人別管理資産のみＤＢ又は企年連に移換する場
合には、個人型ＤＣの加入者期間に影響はないこと。

ＤＢ に個人別管理資産を移換する場合には、当
該企業型ＤＣの個人別管理資産に係る期間（当該個人別管
理資産に厚年基金若しくはＤＢ、企年連又は国基連から移換
してきた資産を含む場合は当該資産に係る期間を含む。）は
通算加入者等期間から控除されることとなること。ただし、企
業型ＤＣ及び個人型ＤＣに同時に加入する者であって、企業
型ＤＣの個人別管理資産のみＤＢ に移換する場
合には、個人型ＤＣの加入者期間に影響はないこと。

企業年金制度と中
退共間の移行に係
る事務取扱準則
第３‐３‐（３）‐①

（赤字が改正部分）

個人型ＤＣ加入者の資格を取得する又はしている場合

改正後 改正前

ア （略）
イ 終了制度加入者等

国基連又は企年連への残余財産の移換及び残余財産
分配金の受給又は事業主が企業型ＤＣを実施している場
合であって残余財産を企業型ＤＣへ移換する旨を規約に定

めている場合には、当該企業型ＤＣへの残余財産の移換

ア （略）
イ 終了制度加入者等

企年連への残余財産の移換及び残余財産
分配金の受給又は事業主が企業型ＤＣを実施している場
合であって残余財産を企業型ＤＣへ移換する旨を規約に定

めている場合には、当該企業型ＤＣへの残余財産の移換
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